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(57)【要約】
【課題】ワイヤが滑りにくく、位置決め状態が安定し、
挟持力が長期間にわたり好適に持続する抜き通し型ワイ
ヤチャックを提供する。
【解決手段】本発明の抜き通し型ワイヤチャック１０は
、異径孔２０が貫通形成されたボディ３０と、ワイヤ挿
通孔４１にワイヤ５を挿通させた状態で異径孔２０内に
進退可能に収容されたスリーブ４０と、このスリーブ４
０に支持させたギヤ６０と、ボディ３０内に配置されて
スリーブ４０を異径孔２０の小径側に向けて付勢するコ
イルスプリング７０等の付勢手段とを具備し、スリーブ
４０に挿通されたワイヤ５と異径孔２０との間にギヤ６
０を挟圧させることによってワイヤ５をスリーブ４０内
に固定するものであり、ギヤ６０の周面に形成した断面
山谷状の歯がワイヤ５に食い込んで高い挟持力を発揮す
る。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　テーパ部を有する異径孔が貫通形成されたボディと、軸心に沿って貫通形成されたワイ
ヤ挿通孔にワイヤを挿通させた状態で前記異径孔内に当該異径孔の軸心方向に進退可能に
収容されたスリーブと、このスリーブに当該スリーブの軸心と直交する方向に移動可能に
支持させた少なくとも１個の係止部材と、前記ボディ内に配置されて前記スリーブを前記
異径孔の小径側に向けて付勢する付勢手段とを具備し、スリーブに挿通されたワイヤと異
径孔との間に前記係止部材を挟圧させることによってワイヤをスリーブ内に固定する抜き
通し型ワイヤチャックにおいて、
　前記係止部材が、円筒体の周面に断面山谷状の歯を形成したギヤであることを特徴とす
る抜き通し型ワイヤチャック。
【請求項２】
　請求項１に記載の抜き通し型ワイヤチャックにおいて、
　スリーブは、異径孔のテーパ部に合致するテーパ形状を有して該テーパ部に挿入される
テーパ軸部を備え、該テーパ軸部にはスリーブの軸心と直交する方向にテーパ軸部を貫通
する側面視矩形のギヤ装着孔が形成され、このギヤ装着孔にギヤが装着されることを特徴
とする抜き通し型ワイヤチャック。
【請求項３】
　請求項２に記載の抜き通し型ワイヤチャックにおいて、
　ボディの異径孔の内周面には異径孔の軸方向に延びるギヤ案内溝が形成され、スリーブ
のギヤ装着孔にギヤを装着した状態で、該スリーブをボディの異径孔に挿入する際に、ス
リーブの側方に突出したギヤの一部が前記ギヤ案内溝に沿って異径孔の奥方へと案内され
ることを特徴とする抜き通し型ワイヤチャック。
【請求項４】
　請求項１ないし３のいずれか１項に記載の抜き通し型ワイヤチャックにおいて、
　スリーブの一端が、異径孔の大径側に向けてボディ外まで延出されたことを特徴とする
抜き通し型ワイヤチャック。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば天井板、照明器具、広告板や案内板、垂れ幕、装飾用品や陳列用具そ
の他の各種物品を、ワイヤを介して高所から吊持するための吊下具等に用いられるワイヤ
チャックに関し、特に、軸方向に挿通されたワイヤを任意の位置で簡単かつ安全確実に固
定できる、いわゆる抜き通し型のワイヤチャックに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ワイヤを挿通して任意の位置で自在に固定することのできる吊下具が、下記の特許文献
に開示されたものをはじめとして広く知られている。この種の吊下具は、いわゆる抜き通
し型のワイヤチャック機構を利用している。その機構の基本的構造を図４に示す。
【０００３】
　ワイヤチャック１は、少なくとも一部にテーパ部２１を有する異径孔２が貫通形成され
た筒状のボディ３と、軸心に沿って貫通形成されたワイヤ挿通孔４１にワイヤ５が挿通さ
れた状態で前記異径孔２内に進退可能に収容されるスリーブ４と、このスリーブ４に軸心
との直交方向に移動可能に支持させた２～４個のボール６と、前記異径孔２内に配置され
るコイルスプリング７等の付勢手段を具備する。そして、前記付勢手段によってスリーブ
４を異径孔２の縮径側に押圧することにより、スリーブ４に挿通されたワイヤ５とテーパ
部２１との間にボール６を挟圧させ、その挟圧力によってワイヤ５をスリーブ４内に固定
する。また、前記付勢手段に抗してスリーブ４を異径孔２の拡径側に移動させると、ボー
ル６の挟圧が解けてワイヤ５が緩み、吊下具の位置を自在に調整することができる。
【特許文献１】実開昭５７－１０７４７２号公報
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【特許文献２】実開昭５８－７３１６２号公報
【特許文献３】実公平４－４７４５４号公報
【特許文献４】特開平１１－２４７９４８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ボールの挟圧力によってワイヤを固定する前記従来のワイヤチャックは、ワイヤを緩め
て位置調整を行った状態から、ワイヤを緊張させてボールの挟圧力をワイヤに作用させる
までのわずかの操作の間に、ボールとワイヤとの接触面が滑って、ワイヤの固定位置が若
干（数ミリ程度）ずれてしまうことがある。
【０００５】
　また、吊持状態で作用する振動や揺れ、衝撃等により、ワイヤの固定位置が少しずつ、
ずり下がってしまうこともある。
【０００６】
　そこで、本発明は、ワイヤが滑りにくく、従来よりも位置決め状態が安定して、ワイヤ
の挟持力が向上し、かつ長期間にわたり好適に持続する抜き通し型ワイヤチャックを提供
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　前記した目的を達成するため、本発明の抜き通し型ワイヤチャックは、テーパ部を有す
る異径孔が貫通形成されたボディと、軸心に沿って貫通形成されたワイヤ挿通孔にワイヤ
を挿通させた状態で前記異径孔内に当該異径孔の軸心方向に進退可能に収容されたスリー
ブと、このスリーブに当該スリーブの軸心と直交する方向に移動可能に支持させた少なく
とも１個の係止部材と、前記ボディ内に配置されて前記スリーブを前記異径孔の小径側に
向けて付勢する付勢手段とを具備し、スリーブに挿通されたワイヤと異径孔との間に前記
係止部材を挟圧させることによってワイヤをスリーブ内に固定する抜き通し型ワイヤチャ
ックにおいて、前記係止部材が、円筒体の周面に断面山谷状の歯を形成したギヤであるこ
とを特徴とする。
【０００８】
　すなわち、本発明は、従来のワイヤチャックにおいてワイヤを挟圧する作用をなすボー
ルを、ギヤに置き換えたものである。この構成によれば、山谷状の歯を形成したギヤの周
面が、ワイヤの表面に接触すると即座にワイヤに食いつき、ワイヤとの間に大きい摩擦力
を発揮する。したがって、従来のボールに比べると、ワイヤが滑ってワイヤの固定位置が
わずかにずれるという不都合を大幅に改善することができる。また、ギヤの歯がワイヤに
食い込むことにより、揺れや振動を受けてもワイヤが緩みにくくなり、長期間にわたって
高い挟持力が得られる。
【０００９】
　この発明におけるギヤの個数は、１～３個とするのが現実的である。ギヤが１個の場合
はワイヤの片側面が挟圧される。２個のギヤを対向配置すれば、ワイヤの側面が両側から
挟圧されることになり、力学的に好ましい挟圧状態が得られる。ただし、２個のギヤを、
スリーブの軸心方向に若干ずらせて対向配置し、ワイヤが側面視Ｓ字状に屈曲して挟圧さ
れるようにしてもよい。この場合、２個のギヤの大きさを変えてもよい。ギヤが３個の場
合は、ワイヤの横断面形状が三角形に挟圧されるように３個のギヤを配置するのが好まし
い。
【００１０】
　この抜き通し型ワイヤチャックにおいては、スリーブが、異径孔のテーパ部と合致する
テーパ形状を有して該テーパ部に挿入されるテーパ軸部を備え、該テーパ軸部にはスリー
ブの軸心と直交する方向にテーパ軸部を貫通する側面視矩形のギヤ装着孔が形成され、こ
のギヤ装着孔にギヤが装着されるものとすることができる。この構成によれば、２個のギ
ヤを対向配置する場合に、各ギヤを軸心と直交する方向に円滑に移動しうるよう、かつ、
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その姿勢も安定するよう好適に保持することができる。
【００１１】
　さらに、この抜き通し型ワイヤチャックにおいては、ボディの異径孔の内周面には異径
孔の軸方向に延びるギヤ案内溝が形成され、スリーブのギヤ装着孔にギヤを装着した状態
で、該スリーブをボディの異径孔に挿入する際に、スリーブの側方に突出したギヤの一部
が前記ギヤ案内溝に沿って異径孔の奥方へと案内されてもよい。この構成によれば、スリ
ーブのギヤ装着孔にギヤを装着してボディの異径孔に挿入する組み立て作業において、ギ
ヤの位置がずれたり脱落したりすることがなくなり、作業性が向上する。また、ギヤを装
着したスリーブが異径孔内で軸周りに回動しなくなり、ギヤの挟圧姿勢も常時、安定して
、ギヤのずれや引っ掛かり等による作動不良も生じにくくなる。
【００１２】
 さらに、本発明の抜き通し型ワイヤチャックにおいては、スリーブの一端を、異径孔の
大径側に向けてボディ外まで延出してもよい。この構成を採用すれば、異径孔の大径部を
下向きにして物品を吊持する場合、ボディの下端を該物品に連結した状態で、さらにスリ
ーブの下端を該物品の下方に突出させておくことができる。この状態のスリーブにワイヤ
を上から下まで抜き通しておけば、物品の下側から物品の重量を支承しつつ、スリーブの
下端を下向きに引き下げてワイヤの固定を緩める操作が可能になる。したがって、吊持さ
れる物品が、例えば大きな板状部材や照明器具等であって、作業者がその上方までは手を
伸ばしにくいような場合でも、該物品の下側から、一人で容易に物品の着脱作業や高さ調
整作業を行うことができる。
【発明の効果】
【００１３】
　係止部材としてボールの替わりにギヤを利用した本発明の抜き通し型ワイヤチャックに
よれば、山谷状の歯を形成したギヤの周面がワイヤの表面に対して好適に噛みつき、ワイ
ヤとの間に大きい摩擦力を発揮する。その結果、ワイヤの位置調整作業においても、ワイ
ヤを緩めた状態からワイヤを緊張させてギヤの挟圧力を作用させるまでの操作で、ギヤと
ワイヤとの接触面が滑ってワイヤの固定位置がずれてしまうという不都合を解消すること
ができる。また、ギヤの歯がワイヤに食い込むことにより、揺れや振動を受けてもワイヤ
が緩みにくくなり、長期間にわたって高い挟持力が得られる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下、本発明を実施するための最良の形態を、図面に基づいて具体的に説明する。図１
は本発明に係る抜き通し型ワイヤチャックの縦断面図であり、図２は該抜き通し形ワイヤ
チャックの分解斜視図、図３は同じく横断面図である。
【００１５】
　例示形態に係るワイヤチャック１０は、異径孔２０が貫通形成されたボディ３０と、該
異径孔２０内に収容された中空軸状のスリーブ４０と、スリーブ４０に支持された２個の
ギヤ６０と、スリーブ４０を付勢する付勢手段としてのコイルスプリング７０とを備えて
いる。
【００１６】
　ボディ３０は、略筒状で、図中上端が部分的に縮径した外形をなしている。（図１には
、ボディ３０の内部形状を示すために、ボディ３０を半割状態で描いている。）ボディ３
０の内側に形成された異径孔２０は、その上部に上細りのテーパ部２１を有しており、テ
ーパ部の下方には、テーパ部の大径側と等しい径の筒部２２が連続している。筒部２２の
略下半部には雌ネジ２３が形成されている。異径孔２０の内周面には、ギヤ６０を案内す
るためのギヤ案内溝２４が、異径孔２０の軸心を挟んで相対し、異径孔２０の軸方向に延
びるように形成されている。また、図３に示すように、ボディ３０の下半部には、各種の
他部材との接合に便利なように、Ｄカット加工３１が施されている。
【００１７】
　スリーブ４０は、例えば丸棒材を切削加工するなどして形成された部品であり、その軸
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心にはワイヤ５の太さよりもやや大径のワイヤ挿通孔４１が、上端から下端まで貫通形成
されている。スリーブ４０の中間部には、前記異径孔２０のテーパ部２１と同程度のテー
パ角を有するテーパ軸部４２が設けられ、その上側すなわち細径側に、該細径側と等しい
径の中径軸部４３が連続し、テーパ部２１の下側すなわち太径側には、前記中径軸部４３
よりも細い小径軸部４４が連続している。
【００１８】
　テーパ軸部４２を異径孔２０のテーパ部２１に挿入した状態で、中径軸部４３はボディ
３０の上端開口から十分な長さで突出し、小径軸部４４はボディ３０の下端開口から十分
な長さで突出するように形成されている。中径軸部４３の上端におけるワイヤ挿通孔４１
の開口は、ワイヤ５の挿入を容易にするため、内周面がラッパ状に拡径している。なお、
図示は省くが、ボディ３０の外に突出させた小径軸部４４の下端部近傍には、指先での把
持を容易にするため、例えば部分的に拡径したり、あるいは滑り止め加工を施したりした
適宜の摘み部が形成されていてもよい。
【００１９】
　スリーブ４０のテーパ軸部４２には、ギヤ装着孔４５が、スリーブ４０の軸心を挟んで
相対するように形成されている。ギヤ装着孔４５は、ワイヤ挿通孔４１から外周面にかけ
て、側面視矩形をなす一様の断面形状で、スリーブ４０の軸心と直交する方向にテーパ軸
部４２を貫通している。このギヤ装着孔４５には、一対のギヤ６０が、軸心を挟んで相対
するように装着される。
【００２０】
　ギヤ６０は、セラミックや金属等からなる円筒形状の部材で、その周面には、母線方向
に延びる断面山谷状の歯が複数条、形成されている。ギヤ６０は、その中心軸を水平にす
る姿勢でギヤ装着孔４５内に収容され、ギヤ装着孔４５内で転動しながら、スリーブ４０
の軸心と直交する方向に移動しうるように保持される。
【００２１】
　コイルスプリング７０は、巻き径が上細りとなるように形成され、スリーブ４０の小径
軸部４４に挿装された状態で異径孔２０内に収容される。コイルスプリング７０の上端は
テーパ軸部４２の下側段付面に当接して、スリーブ４０を押し上げ方向に付勢する。コイ
ルスプリング７０の下端は、異径孔２０の筒部２２に装着される押え部材８０に当接して
、異径孔２０からの脱落や飛び出しがないように拘束される。
【００２２】
　押え部材８０は、外周面に雄ネジが形成された短筒状の部材で、異径孔２０の筒部２２
に形成された雌ネジ２３に螺合される。押え部材８０の中心部には、スリーブ４０の小径
軸部４４を遊挿させうる筒孔８１が貫通形成されている。押え部材８０の下面には、適宜
の工具を係合させうるスリ割り８２等が形成されている。
【００２３】
　押え部材８０の下方には、吊持される物品９にボディ３０を連結するための連結ボルト
９１等が、必要に応じて取り付けられる。例示形態に係る連結ボルト９１は、前記押え部
材８０の長さを適宜延長したような寸切り状の部材であり、例えば図１に示すように、照
明器具等の物品９に形成した適宜の取付孔に挿通されて、ナット９２が締結されることに
より、物品９と一体に固定される。ただし、物品９との連結形態は、これに限らず、個々
の物品形状に応じた公知の連結形態を、適宜採用することができる。
【００２４】
　この抜き通し型ワイヤチャック１０の組み立て作業に際しては、スリーブ４０のギヤ装
着孔４５にギヤ６０を装着した状態で、そのスリーブ４０をボディ３０の異径孔２０に挿
入するのであるが、このとき、スリーブ４０の側方に突出したギヤ６０の一部を、異径孔
２０に形成したギヤ案内溝２４に沿わせて異径孔２０の奥方へと案内することにより、ギ
ヤ６０が、ずれたり脱落したりせずに、正しい姿勢で異径孔２０のテーパ部２１内にセッ
トされる。スリーブ４０及びギヤ６０が異径孔２０内にセットされたならば、続いてスリ
ーブ４０の小径軸部４４にコイルスプリング７０を挿装し、さらに押え部材８０を螺合し
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て抜け止めする。
【００２５】
　この抜き通し型ワイヤチャック１０を用いた吊り下げ作業に際しては、吊持する物品９
と抜き通し型ワイヤチャック１０とを、連結ボルト９１等を介して予め連結しておく。そ
して、天井から懸垂させたワイヤ５を、スリーブ４０の上方からワイヤ挿通孔４１に挿し
込む。物品９を片手で支承しつつ、スリーブ４０を若干、下方に押し下げるようにしなが
らワイヤ５を押し込むと、ギヤ６０がギヤ装着孔４５内で外側に押し退けられ、ワイヤ５
の先端が簡単にワイヤ挿通孔４１の下方に通り抜ける。そして、下方に通り抜けたワイヤ
５の下端を引っ張って緊張させながら、物品９を所定の高さまで持上げて手放すと、ギヤ
６０がワイヤ５と異径孔２０との間に挟圧されてワイヤ５の側面に食い込み、ワイヤ５を
固定する。
【００２６】
　吊り下げ高さを調整する場合は、ワイヤ５の下端を引っ張って緊張させながら、物品９
を下方から手で支え、スリーブ４０を押し下げて、ギヤ６０の挟圧状態を解除する。この
とき、物品９の上方からスリーブ４０の中径軸部４３を押し下げる操作が困難であれば、
物品９の下方から、スリーブ４０の小径軸部４４の突出部分を掴んで引き下げることもで
きる。物品９が所望の高さに位置決めされたならば、手で支えていた物品９を静かに放す
か、スリーブ４０を若干、押し上げることにより、ギヤ６０がワイヤ５に食い込んで、即
座にチャック機能が発揮される。
【００２７】
　本発明の抜き通し型ワイヤチャック１０は、このように構成されているので、山谷状の
歯を形成したギヤ６０の周面が、ワイヤ５の側面に素早く食いつき、ワイヤ５との間に大
きい摩擦力を発揮する。したがって、位置決めの際にワイヤ５が滑ってワイヤ５の固定位
置がずれることを防止できる。また、揺れや振動によってもワイヤ５が緩みにくくなり、
長期間にわたって高い挟持力が発揮される。
【００２８】
　さらに、ボディ３０にはギヤ案内溝２４が形成されているので、ギヤ６０を装着したス
リーブ４０をボディ３０の異径孔２０に挿入する組み立て作業が容易になるとともに、ギ
ヤ６０の挟圧姿勢も常時、安定して、ギヤ６０のずれや引っ掛かり等による作動不良が生
じにくくなる。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】図１は本発明の実施形態に係る抜き通し型ワイヤチャックの構造を示す縦断面図
である。
【図２】図２は図１に示した抜き通し型ワイヤチャックの一部破断・分解斜視図である。
【図３】図３は図１におけるＡ－Ａ’断面図である。
【図４】図４は従来の抜き通し型ワイヤチャックの基本的構造を示す縦断面図である。
【符号の説明】
【００３０】
１０　抜き通し型ワイヤチャック
２０　異径孔
２１　テーパ部
２４　ギヤ案内溝
３０　ボディ
４０　スリーブ
４１　ワイヤ挿通孔
４２　テーパ軸部
４５　ギヤ装着孔
６０　ギヤ（係止部材）
５　ワイヤ
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７０　コイルスプリング（付勢手段）

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】
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